
秋田県営繕工事設計業務成績評定基準 

 

１ 評価項目等 

 １）評価項目、評価の視点及び配点は次のとおりとする。 
  イ．基礎項目 

評価分類 評価項目 評価の視点 配点 

調査 

職員 

検査 

職員 

業務の実施能力 業務実施体制 実施体制 １ － 

管理技術者の能力 

（業務全体に関する

評価） 

 

業務の全体把握 0.5 － 

工程管理（全体） 0.5  

取組み姿勢、責任感の強さ 0.5 － 

説明力（プレゼンテーション力）、協調性 0.5 － 

主任技術者の能力 

（担当分野に関する

評価） 

 

他分野との調整 0.5 － 

工程管理 0.5 － 

取組み姿勢、責任感の強さ 0.5 － 

説明力（プレゼンテーション力）、協調性 0.5 － 

業務の実施状況 業務履行中の説明資

料 

（途中成果物）に関

する評価 

記載の程度 ２ － 

途中成果物の内容 ２ － 

調整及び説明、対応

の迅速性 

 

打合せ内容の理解、記録 １ － 

指示、協議事項への対応 １ － 

与条件の理解、業務

への反映（設計提案） 

与条件の理解、円滑な業務遂行、技術的検討 1.5 － 

仕様書、基準類の理解 1.5 － 

施工に関する一般的な知識 １ － 

業務目的の達成度 業務目的の達成度 記載の程度 ４ ４ 

成果物の内容 ４ ４ 

資料等の整理、指示、協議事項への対応 － ４ 

小計 23 12 

合計 35 

    

ロ．創意工夫項目 
評価分類 評価項目 評価の視点 配点 

調査 

職員 

検査 

職員 

業務の実施状況 調整及び説明、対応

の迅速性 

説明提案等（プレゼンテーション力） １ － 

提案力、業務執行技

術力 

創意工夫、積極的な提案 1.5 － 

専門的な知識、法令等の理解、特定行政庁等と

の調整 

1.5 － 

業務目的の達成度 課題への対応 物理的条件、社会的条件 ２ ２ 

要望、コスト ２ ２ 

小計 ８ ４ 

合計 12 

 
２ 採点表評定基準 

 １）評定者は、対象業務の履行状況に応じ、各評価項目の評定を行うものとする。（評価項目の追加、 



 削除、もしくは評価比率の変更は行わないものとする。） 

  

３ 評定点の種別 

 １）評定点の種別は、業務評定点（総合点及び基礎点）及び管理技術者とし、各評定の内容は、次 

による。ただし、創意工夫の余地の小さい業務については、創意工夫項目の採点を行わないもの 

とし、総合点と基礎点は同一の点数になる。 

  ① 総合点：基礎項目及び創意工夫項目の採点結果から求められる評定点（「契約不適合又は損 

害賠償による減点」が行われた場合は、当該点数を減ずる。） 

  ② 基礎点：基礎項目の採点結果から求められる評定点 

  ③ 管理技術者評定点：管理技術者に係る評価項目に対する採点結果から求められる評定点 

 ２）対象業務に関する創意工夫の余地の大小の判断基準は、次による。 

   創意工夫の余地の大きい業務は、次のいずれかに該当する業務とし、創意工夫の余地の小さい 

業務は、いずれにも該当しない業務とする。 

   イ 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計 

   ロ プロポーザル方式にて特定された業務 

   ハ イ又はロ以外の業務のうち、業務の内容が高度な知識又は高度な構想力若しくは応用力 

を必要とする業務 

 

４ 検査職員及び調査職員の採点 

 １）検査職員及び調査職員の採点は、次によるものとする。 

  ① 検査職員は、採点表の③検査職員用（各分野）により採点を行う。 

  ② 主任調査員は、採点表の①主任調査員用により採点を行う。 

  ③ 調査員（各分野）は、採点表の②調査員用（各分野）により採点を行う。 

   

５ 評定点の算出 

 １）評定点の算出は、採点を行った検査職員又は調査職員（以下、「採点者」という。） 

  の採点結果に基づき、次の方法により行うものとする。 

  ① 業務内容に応じて、次の考え方により、各採点者の配点比率を設定する。 

  （配点比率を設定する際の考え方） 

    始めに、各分野の調査職員の加減点数の配点比率を、合計が１．０になるように業務内容に 

応じて、適切に設定する。 

次に主任調査員の配点比率を、主任調査員の配点が他の調査職員のいずれの配点も下回らな 

いような最小の比率で設定する。 

なお、主任調査員の配点比率は、小数点以下第３位を四捨五入した数値とし、各分野の検査 

職員の配点比率については、調査職員の配点比率と同じとする。 

  ② 各採点者の項目毎の配点は、評価項目毎の配点に上記①で設定した配点比率を乗じて算出す 

る。 

  ③ 各採点者の採点結果は、採点の対象項目の配点に得点率を乗じた値を合計して算出する。 

  ④ 基礎点：基礎項目に対する採点者全員の採点結果の合計値を、６５点（標準点）に加算して 

算出する。 

  ⑤ 総合点：創意工夫項目及び基礎項目に対する採点者全員の採点結果の合計値を３５点満点に 

換算した値を、６５点（標準点）に加算して算出する。 

  ⑥ 管理技術者の評定点：管理技術者に係る評価項目に対する採点者全員の採点結果の合計値を 

３５点満点に換算した値を、６５点（標準点）に加算して算出する。 

  ⑦ 基礎点、総合点、管理技術者の評定点は、小数点以下四捨五入した整数とする。 

 

【参考：評定点の算出式】 

   評定点＝｛（対象項目に対する採点結果の合計値）×３５点／対象項目に対する配点の合計（満 

点）｝＋６５点（標準点） 

 



６ 事故等による減点等 

 １）事故等による減点 

   当該業務遂行中に受注者に起因する事故等が発生し、指名停止等の措置を行った場合には、当 
該業務の総合点に対して、別表１を参考として－１５点まで減点することができる。 

 別表１ 受注者に起因する事故等が発生した場合の減点基準 

区 分 口頭警告・注意 文書警告・注意 指名停止１ヶ月

まで 
指名停止が１ヶ 
月を超える 

評定点 －３点 －５点 －１０点 －１５点 

   ※適応の詳細については、秋田県建設工事入札参加者指名停止基準を参照のこと。 
 

【適応事例】 

・ 業務計画書等が虚偽であった事実が判明した。 

・ 発注者の承諾なしに当該業務に関する権利義務、成果物を第三者に譲渡又は承継、公開した。 

・ 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反す 
 る事実が判明した。 

・ 一括再委託を行った。 

・ 打ち合わせ協議又は検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。 

・ 当該業務において過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検等された。 

・ 当該業務において安全管理が不十分であったために、死傷者を生じさせた業務関係者事故又は重 
  大な損害を与えた公衆災害を起こした。 

・ その他、仕様書及び契約書等の規定に違反する行為を行った。   

 ２）契約不適合による修補、履行の追完又は損害賠償による減点 

   成果品に、受注者の責任に起因する契約不適合があり、契約事項の契約不適合責任条項等に記さ 
れた手続きに従い、成果物の修補、履行の追完又は損害賠償が実施された場合には、当該業務の総 
合点に対して、別表２を参考として－２０点まで減点することができる。 

   ただし、ここでいう成果物の修補とは、軽微なミスの修正ではない大幅は修補をいう。   

また、秋田県営繕工事設計業務成績評定試行要領（以下、「評定要領」という。）第７に定め 

る評定の結果の通知後に当該事象が発生した場合は、評定要領第８による評定の修正を行うもの 

とする。 

                                                                 

別表２ 契約不適合による修補、履行の追完又は損害賠償が実施された場合の減点基準 

区   分 契約不適合による修補、履行の追完

又は損害賠償の実施 

故意又は重大な過失により契約不適

合による修補、履行の追完 

又は損害賠償の実施 

評 定 点 －１０点 －２０点 

   

７ 評定の通知 

  委託業務成績評定通知に関する様式等については、秋田県委託業務等成績評定要領に基づく成績 

評定考査基準を準用するものとする。 

 

附則 

１．この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

２．この基準は、令和３年４月１日以降に入札公告等を行う委託業務について適用する。 

附則 

１．この基準は、令和６年３月２８日から施行する。 

２．この基準は、令和６年４月１日以降に完了する委託業務について適用する。 

 


